
平成27年12月15日（火曜日） 第2706号山　　形　　県　　公　　報

1475

平成27年12月15日（火）

第2706号

毎 週 火・金 曜 日 発 行

 目　　　　　次 

規　　　　　則

　○山形県県税規則等の一部を改正する規則……………………………………………………（税　政　課）…1475

　○山形県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則の一部を改正する規則……（水大気環境課）…1485

　○山形県採石法施行細則の一部を改正する規則………………………………………………（産業政策課）… 同

告　　　　　示

　○道路の区域の変更………………………………………………………………（最上総合支庁建設総務課）…1486

　○一般国道の供用の開始…………………………………………………………（　　　　　同　　　　　）… 同

　○県道の供用の開始………………………………………………………………（　　　　　同　　　　　）… 同

　○同　　　　　　　………………………………………………………………（　　　　　同　　　　　）… 同

　○都市計画事業の変更の認可……………………………………………………………………（下 水 道 課）…1487

　○土砂災害警戒区域の指定………………………………………………………………（砂防・災害対策課）… 同

　○同　　　　　　　　　　………………………………………………………………（　　　 同 　　　）…1489

　○同　　　　　　　　　　………………………………………………………………（　　　 同 　　　）…1490

　○同　　　　　　　　　　………………………………………………………………（　　　 同 　　　）…1491

　○同　　　　　　　　　　………………………………………………………………（　　　 同 　　　）… 同

　○土砂災害特別警戒区域の指定…………………………………………………………（　　　 同 　　　）…1492

　○同　　　　　　　　　　　　…………………………………………………………（　　　 同 　　　）…1494

　○宅地建物取引業法に基づく処分をするための聴聞…………………………………………（建築住宅課）… 同

　○開発行為に関する工事の完了………………………………………………………（最上総合支庁建築課）… 同

公　　　　　告

　○特定調達契約に係る落札者の公告……………………………………………………………（会　計　局）… 同

　○同　　　　　　　　　　　　　　……………………………………………………………（　　同　　）…1495

　○一般競争入札の公告………………………………………………………………（こころの医療センター）… 同

 　　　　　　　　　　　　

規　　　　　則
 　　　　　　　　　　　　

　山形県県税規則等の一部を改正する規則をここに公布する。

　　平成27年12月15日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

山形県規則第65号

　　　山形県県税規則等の一部を改正する規則

　（山形県県税規則の一部改正）

第１条　山形県県税規則（昭和29年６月県規則第42号）の一部を次のように改正する。

　第40条の８第１号中「及び住所又は所在地」を「、住所又は所在地及び個人番号（行政手続における特定の個

人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成25年法律第27号）第２条第５項に規定する個人番号をい

う。以下同じ。）又は法人番号（同条第15項に規定する法人番号をいう。以下同じ。）（個人番号又は法人番号を

有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所又は所在地）」に改める。
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　　　　　　　　　「　　　　　　　　　　　　　「

　別記第11号様式中　　　　　　　　　　　　　を　　　　　　　　　　　　　に改める。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」　　　　　　　　　　　　　」

　別記第11号の５様式中

「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に改める。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「　　　　　　　　　　「

　別記第11号の５の２様式及び別記第11号の５の３様式中　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」　　　　　　　　　　」

「　　　　　　　　　　「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に改める。

　　　　　　　　　」　　　　　　　　　　」

　別記第14号の３様式中
「名称及び代表者氏名　　　　　　　　㊞　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　（電話番号　　　　　　　）」
を

「名称及び代表者氏名　　　　　　　　　　㊞

　法人番号　　　　　　　　　　　　　　　　　に改める。

　　　　　　　　（電話番号　　　　　　　）」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「名称及び代表者氏名　　　　　　　　㊞

　別記第14号の４様式及び別記第14号の５様式中　　　　（特別徴収義務者番号　　　　）　を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（電話番号　　　　　　　　　）」

「名称及び代表者氏名　　　　　　　　　　㊞

　法人番号　　　　　　　　　　　　　　　　　に改める。

　　　　　　（電話番号　　　　　　　　　）」

　別記第15号様式及び別記第15号の２様式中
「氏名又は名称及び代表者氏名　　　　　　　　㊞

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話　　　　　　　　　番　　　　」
を

「氏名又は名称及び代表者氏名　　　　　　　　㊞

　個人番号又は法人番号　　　　　　　　　　　　　に改める。

　　　　　　　　　　電話　　　　　　　　　番　」

　別記第15号の５様式中
「氏名又は名称及び代表者氏名　　　　　　　　㊞

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話　　　　　　　　番　　　　」
を

「氏名又は名称及び代表者氏名　　　　　　　　㊞

　個人番号又は法人番号　　　　　　　　　　　　　に改める。

　　　　　　　　　　電話　　　　　　　　　番　」

登録番号・法人番号・

納税通知書番号等

登録番号・管理番号・

納税通知書番号等

県・営

を

県・営

法人番号

県・営

殿

を

県・営

殿

法人番号

旧特別徴収義務

者番号 を
旧法人番号

特別徴収義務者

番号 を
法人番号
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　別記第15号の６様式中
「氏名又は名称及び代表者氏名　　　　　　　　㊞

　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話　　　　番　　　　　　　　　」
を

「氏名又は名称及び代表者氏名　　　　　　　　㊞

　個人番号又は法人番号　　　　　　　　　　　　　に改める。

　　　　　　　　　　電話　　　　　　　　　番　」

　　　　　　　　　「

　別記第18号様式中　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に改める。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

　　　　　　　　　「住（居）所、所在地

　別記第30号様式中　氏名、名称　　　　　　　　　　　　　　　㊞　を

　　　　　　　　　　電話番号　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「住（居）所又は所在地

　氏名又は名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞　
に改める。

　個人番号又は法人番号

　電話番号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

住　　（居）　　所
被相続人

との続柄

地方税法第９条第２項の

規定による相続分

個人番号 住　（居）　所
被相続人

との続柄

地方税法第９条第２項

の規定による相続分

新

住（居）所

氏 名

新

住（居）所

氏 名 個人番号
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　　　　　　　　　　　「　　　　　　　　　　「

　別記第30号の２様式中　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」　　　　　　　　　　」

「代表者氏名　　　　　　　　　　㊞
　　「代表者氏名　　　　　　　　　　　　　　㊞

　　　　　　　　　　　　　　　　　　を 法人番号　　　　　　　　　　　　　　　　　に改める。
　電話番号　　　　　　　　　　　　」

　 電話番号　　　　　　　　　　　　　　　　」

　別記第31号様式中
「氏名又は名称及び代表者氏名　　　　　　　　㊞

　　　　　　　　　　　　　　　　電　話　　　　　　　　番　　　　」
を

「氏名又は名称及び代表者氏名　　　　　　　　㊞

　個人番号又は法人番号　　　　　　　　　　　　　に改める。

　　　　　　　　　　電話　　　　　　　　　番　」

　別記第37号様式中
「氏名又は名称及び代表者氏名　　　　　　　　㊞

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電　話　　　　番　　　　」
を

「氏名又は名称及び代表者氏名　　　　　　　　㊞

　個人番号又は法人番号　　　　　　　　　　　　　に改める。

　　　　　　　　　　電話　　　　　　　　　番　」

　別記第57号の３様式中
「
氏名又は名称及び代表者氏名　　　　　　　　㊞

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」
を

「氏名又は名称及び代表者氏名　　　　　　　　㊞

　個人番号又は法人番号　　　　　　　　　　　　　に改める。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「

　別記第68号様式、別記第69号様式及び別記第71号様式中　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に改める。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

法人番号 を 管理番号

住（居）所又は
所 在 地

氏名又は
名 称

個人番号又
は法人番号

住 （居） 所、
所 在 地

氏名、名称
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　別記第72号様式中

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に改める。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

　別記第79号様式及び別記第81号様式中
「氏名又は名称及び代表者氏名　　　　　　　　㊞

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話　　　　　　　番　」
を

「氏名又は名称及び代表者氏名　　　　　　　　㊞

　個人番号又は法人番号　　　　　　　　　　　　　に改める。

　　　　　　　　　　電話　　　　　　　　　番　」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「　　　　　　　　「

　別記第86号の２様式及び別記第94号様式中　　　　　　　　　　　　　　　　　に改める。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」　　　　　　　　」

　別記第97号様式中

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に改

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

める。

　別記第97号の２様式及び別記第97号の３様式中

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に改

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

める。

　別記第98号様式中「代表者氏名　　　　　　　　㊞」を
「代表者氏名　　　　　　　　　　㊞

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法 人 番 号　　　　　　　　　　　」
に改める。

　別記第98号の２様式中
「名称及び代表者氏名　　　　　　　　㊞

　　　　　　　　　　　　　　　　（電話番号　　　　　　　　）」
を

「名称及び代表者氏名　　　　　　　　㊞

　法人番号　　　　　　　　　　　　　　　に改める。

　　　　　（電話番号　　　　　　　　）」

住　（居）　所　又　は　所　在　地 氏　名　又　は　名　称 個人番号又は法人番号

法 人 名

法 人 名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法人番号

住　　（居）　　所、　所　　　在　　　地 氏　　　　　　名、　名　　　　　　称

法人番号 を 管理番号

法 人 名
（法人番号）

法 人 名
（法人番号）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　管理番号
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　　　　　　　　　「
（フリガナ）

　　　　　　　　　　　「（フリガナ）

　　　　　　　　　　
名　　　称

　　　　　　　　　　　　名　　　称

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法 人 番 号

　別記第99号様式中　
（フリガナ）

　　　　　　　　　　を　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に、

　　　　　　　　　　
代表者氏名　　　　　　　　㊞

　　　（フリガナ）

　　　　　　　　　　
電 話 番 号

　　　　　　　　　　　　代表者氏名　　　　　　　　　　　　　　㊞

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」　　電 話 番 号　　　　　　　　　　　　　　　」

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に改める。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

　　　　　　　　　　　「
所　在　地　　　　　　　　　

　　「所　在　地　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　
名　　　称　　　　　　　　　

　　　名　　　称　　　　　　　　　
　
別記第99号の２様式中　

代表者氏名　　　　　　　　㊞

　
を
　
代表者氏名　　　　　　　　㊞　に改める。

　　　　　　　　　　　　
　　　　　　電話　　　　　番

　　　法 人 番 号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」　　　　　　　　電話　　　　　番」

　　　　　　　　　　　「

　別記第99号の３様式中　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に改める。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

　　　　　　　　　　「住　所　　　　　　　　　　
　「住　　所

　別記第100号様式中　氏　名　　　　　　　　㊞　を
　氏　　名　　　　　　　　㊞　

に改める。

　　　　　　　　　　　　　 電話　　　　　　　」
　　個人番号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　電話　　　　　　　」

　　　　　　　　　　「
氏　　　名　　　　　　　　　㊞

　　「氏　　　名　　　　　　　　　㊞

　別記第101号様式中　　　　　　　　　　　　　　　　　を　個 人 番 号　　　　　　　　　　　に改める。

　　　　　　　　　　　
　　　　　 電話　　局　　　番

」　　　　　　　　 電話　　　　　　番」

　別記第103号様式中
「氏名又は名称及び代表者氏名　　　㊞　

を
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 電話　　　　　番」

「氏名又は名称及び代表者氏名　　　　　　　　　㊞

　個人番号又は法人番号　　　　　　　　　　　　　　に改める。

　　　　　　　　　　電話　　　　　　　　　　番　」

円 資 本 金 等 の 額 円

円

資本金の額及び

資本準備金の額

の 合 算 額

円
資 本 金 等

の 額
円

個人番号又は

法 人 番 号

県内の主たる

事務所又は事業

所 の 所 在 地

県内の主たる

事務所又は事業

所 の 所 在 地



平成27年12月15日（火曜日） 第2706号山　　形　　県　　公　　報

1481

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「

　別記第105号様式及び別記第106号様式中　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に改める。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

　別記第106号の２様式から別記第107号の２様式までの規定中

「氏名又は名称及び代表者氏名　　　　　　　　　㊞

　　　　　　　　　　電話　　　　　　　　　　番　」
を

「氏名又は名称及び代表者氏名　　　　　　　　　㊞

　個人番号又は法人番号　　　　　　　　　　　　　　に改める。

　　　　　　　　　　電話　　　　　　　　　　番　」

　別記第107号の２の２様式及び別記第107号の２の３様式中

「氏　　　名　　　　　　　　　　　　　㊞

　　　　　　　　　　　　　　 電話　　　　　　　　　　　番」
を

「氏　　　名　　　　　　　　　　　　　㊞

　個 人 番 号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 に改める。

　　　　　　　　　　　　　　 電話　　　　　　　　　　　番」

　別記第107号の２の４様式及び別記第107号の２の５様式中

「氏名又は名称及び代表者氏名　　　　　　　　㊞

　　　　　　　　　　電話　　　　　　　　　番　」
を

「氏名又は名称及び代表者氏名　　　　　　　　　　㊞

　個人番号又は法人番号　　　　　　　　　　　　　　　に改める。

　　　　　　　　　　電話　　　　　　　　　　　番　」

　別記第107号の３様式及び別記第107号の４様式中

「氏名又は名称及び代表者氏名　　　　　　　　㊞

　　　　　　　　　　　電話　　　　　　　　　番」
を

「氏名又は名称及び代表者氏名　　　　　　　　　　㊞

　個人番号又は法人番号　　　　　　　　　　　　　　　に改める。

　　　　　　　　　　電話　　　　　　　　　　　番　」

住（居）所、所在地 氏 名 、 名 称

住（居）所又は所在地 氏名又は名称
個人番号又は
法 人 番 号
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　別記第108号様式中「氏名又は名称及び代表者氏名　　　㊞

　　　　　　　　　　 　　　　　　　　電話　　　　　　番　」
を

「氏名又は名称及び代表者氏名　　　　　　㊞

　個人番号又は法人番号　　　　　　　　　　　に改める。

　　　　　　　　　　電話　　　　　　　番　」

　別記第109号様式中
「氏名又は名称及び代表者氏名　　　　㊞

　　　　　　　　　　　　　　　　　 電話　　　　　　　　番」
を

「氏名又は名称及び代表者氏名　　　　　　㊞

　個人番号又は法人番号　　　　　　　　　　　に改める。

　　　　　　　　　　電話　　　　　　　番　」

　別記第112号様式中
「氏名又は名称及び代表者氏名　　　　　　　㊞

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　電話　　　　　　番　」
を

「氏名又は名称及び代表者氏名　　　　　　　㊞

　個人番号又は法人番号　　　　　　　　　　　　に改める。

　　　　　　　　　　電話　　　　　　　　番　」

　　　　　　　　　　　　
「氏　　　名　　　　　　　　　　㊞　

　「氏　　　名　　　　　　　　　　㊞

　別記第112号の２様式中　　　　　　　　　　　　　　　　　　を　個 人 番 号　　　　　　　　　　　　に

　　　　　　　　　　　　
生 年 月 日　　　年　　月　　日生」

　　生 年 月 日　　　年　　月　　日生」

改める。

　　　　　　　　　　　　
「氏　　　名　　　　　　　　　　㊞

　　「氏　　　名　　　　　　　　　　㊞

　別記第112号の３様式中　　　　　　　　　　　　　　　　　　を　個 人 番 号　　　　　　　　　　　　に

　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　 電話　　　　番

」　　　　　　　　　　　電話　　　　番」

改める。

　別記第112号の５様式中
「氏名又は名称及び代表者　氏　　　　　　　　名㊞　

を
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 電話　　　　　　番　　　」

「氏名又は名称及び代表者氏名　　　　　　　　　㊞

　個人番号又は法人番号　　　　　　　　　　　　　　に改める。

　　　　　　　　　　電話　　　　　　　　　　番　」

　別記第115号様式中

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

改める。

　別記第116号様式中
「氏名又は名称及び代表者氏名　　　　　　　　㊞

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　電話　　　　　　　　　番」
を

「氏名又は名称及び代表者氏名　　　　　　　　㊞

　個人番号又は法人番号　　　　　　　　　　　　　に改める。

　　　　　　　　　　電話　　　　　　　　　番　」

　別記第117号様式、別記第119号様式及び別記第120号様式中

「氏名又は名称及び代表者氏名　　　　　　　　㊞
　　「氏名又は名称及び代表者氏名　　　　　　　　㊞

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を　個人番号又は法人番号　　　　　　　　　　　　　に
　　　　　　　　　　　　　　電話　　　　　番　」

　　　　　　　　　　　電話　　　　　　　　　番　」

改める。

　別記第163号の４様式中
「氏名又は名称及び代表者氏名　㊞　

を
　　　　　　　　　　　　　　　　 電話　　　　　　番　　」

氏 名

名 称
㊞

氏 名

名 称
㊞

（個人番号又は法人番号）
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「氏名又は名称及び代表者氏名　　　　　　㊞

　個人番号又は法人番号　　　　　　　　　　　に改める。

　　　　　　　　　　電話　　　　　　　番　」

　　別記第164号の３様式中
「氏名又は名称及び代表者氏名　　　　　　　㊞

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 電話　　　　　　　　番　　　　」
を

「氏名又は名称及び代表者氏名　　　　　　　㊞

　個人番号又は法人番号　　　　　　　　　　　　に改める。

　　　　　　　　　　電話　　　　　　　　番　」

　別記第164号の19様式中
「氏名又は名称及び代表者氏名　　　　　　　　㊞

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 電話　　　　　　　　　　番」
を

「氏名又は名称及び代表者氏名　　　　　　　　㊞

　個人番号又は法人番号　　　　　　　　　　　　　に改める。

　　　　　　　　　　電話　　　　　　　　　番　」

　別記第164号の21様式中「氏名又は名称及び代表者氏名　　　　　　　　㊞」を

「氏名又は名称及び代表者氏名　　　　　　　　㊞

　個人番号又は法人番号　　　　　　　　　　　　」
に改める。

　別記第165号様式中
「氏名又は名称及び代表者氏名　　　　　　　　㊞

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 電話　　　　　　番　」
を

「氏名又は名称及び代表者氏名　　　　　　　　㊞

　個人番号又は法人番号　　　　　　　　　　　　　に改める。

　　　　　　　　　　電話　　　　　　　　　番　」

　別記第170号様式中「氏　　　　　　　名　㊞」を
「氏　　　名　　　　　　　　　㊞

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 個 人 番 号　　　　　　　　　　」
に改める。

　（山形県過疎地域自立促進県税課税免除条例施行規則の一部改正）

第２条　山形県過疎地域自立促進県税課税免除条例施行規則（平成12年７月県規則第110号）の一部を次のように

改正する。

　　　　　　　　　
「住（居）所　　　　　　　　　

　　「住（居）所

　別記様式第１号中　　　　　　　　　　　　　　　を　氏　　名　　　　　　　　㊞　に改める。

　　　　　　　　　　
氏　　名　　　　　　　　㊞」

　　個人番号　　　　　　　　　」

　　　　　　　　　「所　在　地　　　　　　　　　　　　　　　　

　別記様式第２号中
　法　人　名　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　代表者氏名　　　　　　　　　　　　　　　㊞
　を

　　　　　　　　　　事 業 種 目　資本金の額又は出資金の額　千円」

「所　在　地

　法　人　名

　代表者氏名　　　　　　　　　　　　　　　㊞　に改める。

　法 人 番 号

　事 業 種 目　資本金の額又は出資金の額　千円」

　　　　　　　　　
「住（居）所　　　　　　　 　 

　 　「住(居)所

　別記様式第３号中　　　　　　　　　　　　　　　を　氏　　名　　　　　　　　㊞　に改める。
　　　　　　　　　　氏　　名　　　　　　　　㊞」

　　個人番号　　　　　　　　　」

　別記様式第４号及び別記様式第５号中
「住（居）所又は所在地　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名又は名称及び代表者氏名　　　　　　　　　㊞」
を

「住（居）所又は所在地

　氏名又は名称及び代表者氏名　　　　　　　　　㊞　に改める。

　個人番号又は法人番号　　　　　　　　　　　　　」

　（山形県特定非営利活動法人に対する県税の課税免除に関する条例施行規則の一部改正）

第３条　山形県特定非営利活動法人に対する県税の課税免除に関する条例施行規則（平成17年12月県規則第89号）

の一部を次のように改正する。
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　別記様式第１号及び別記様式第２号中
「名称及び代表者氏名　　　　　　　　㊞

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話　　　　　　番」
を

「名称及び代表者氏名　　　　　　　　㊞

　法人番号　　　　　　　　　　　　　　　に改める。

　　　　　　　　　　電話　　　　　　番」　

　（山形県産業廃棄物税条例施行規則の一部改正）

第４条　山形県産業廃棄物税条例施行規則（平成18年６月県規則第85号）の一部を次のように改正する。

別記様式第１号、別記様式第４号、別記様式第６号から別記様式第８号まで、別記様式第10号、別記様式第13

号、別記様式第15号から別記様式第18号まで、別記様式第21号から別記様式第23号まで、別記様式第25号及び別

記様式第27号中
「氏名又は名称及び代表者氏名　　　　　　　　㊞

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話　　　　　番　」
を

「氏名又は名称及び代表者氏名　　　　　　　　㊞

　個人番号又は法人番号　　　　　　　　　　　　　に改める。

　　　　　　　　　　　　　　電話　　　　　番　」

　（山形県産業集積の形成及び活性化のための不動産取得税の課税免除に関する条例施行規則の一部改正）

第５条　山形県産業集積の形成及び活性化のための不動産取得税の課税免除に関する条例施行規則（平成19年10月

県規則第100号）の一部を次のように改正する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「住（居）所又は所在地　　　　　　　　　　　　

　　別記様式第１号及び別記様式第２号中　氏名又は名称及び代表者氏名　　　　　　　　㊞　を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「住（居）所又は所在地

　氏名又は名称及び代表者氏名　　　　　　　　　　㊞　
に改める。

　個人番号又は法人番号

　電話　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

　　　附　則

　（施行期日）

１　この規則は、平成28年１月１日から施行する。ただし、第１条中山形県県税規則（以下「県税規則」とい

　　　　　　　　　　　「

　う。）別記第99号様式中　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 」

　「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に改める部分は、公布の日から施行

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

する。

　（県民税に関する経過措置）

２　第１条の規定による改正後の県税規則（以下「新規則」という。）別記第11号の５様式は、平成28年１月１日

（以下「施行日」という。）以後に支払を受けるべき地方税法（昭和25年法律第226号。以下「法」という。）第

23条第１項第14号に規定する利子等について適用し、施行日前に支払を受けるべき同号に規定する利子等につい

ては、なお従前の例による。

３　新規則別記第11号の５の２様式は、施行日以後に支払を受けるべき法第23条第１項第15号に規定する特定配当

等について適用し、施行日前に支払を受けるべき同号に規定する特定配当等については、なお従前の例による。

４　新規則別記第11号の５の３様式は、施行日以後に生じる法第23条第１項第17号に規定する特定株式等譲渡所得

金額について適用し、施行日前に生じた同号に規定する特定株式等譲渡所得金額については、なお従前の例によ

る。

　（ゴルフ場利用税に関する経過措置）

５　新規則別記第115号様式は、施行日の属する月以後の月分の山形県県税条例（昭和29年５月県条例第18号。以

下「条例」という。）第94条の規定による申告について適用し、施行日の属する月の前月以前の月分の同条の規

定による申告については、なお従前の例による。

円 資 本 金 等 の 額 円

円

資本金の額及び

資本準備金の額

の 合 算 額

円
資 本 金 等

の 額
円
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　（軽油引取税に関する経過措置）

６　新規則第40条の８第１号の規定は、施行日以後に製造する軽油に係る条例第131条の17第２項の規定による報

告について適用し、施行日前に製造した軽油に係る同項の規定による報告については、なお従前の例による。

　（産業廃棄物税に関する経過措置）

７　第４条の規定による改正後の山形県産業廃棄物税条例施行規則別記様式第８号は、施行日の属する山形県産業

廃棄物税条例（平成18年３月県条例第16号）第13条第１項の表の左欄に掲げる期間以後の期間において徴収すべ

き産業廃棄物税に係る同項に規定する納入申告書の提出について適用し、施行日の属する同欄に掲げる期間前の

期間において徴収すべき産業廃棄物税に係る同項に規定する納入申告書の提出については、なお従前の例によ

る。

８　第４条の規定による改正後の山形県産業廃棄物税条例施行規則別記様式第17号は、施行日の属する山形県産業

廃棄物税条例第17条第１項の表の左欄に掲げる期間以後の期間における産業廃棄物税に係る同項に規定する納付

申告書の提出及び同条第４項に規定する修正申告書の提出について適用し、施行日の属する同欄に掲げる期間前

の期間における産業廃棄物税に係る同条第１項に規定する納付申告書の提出及び同条第４項に規定する修正申告

書の提出については、なお従前の例による。

　（様式に関する経過措置）

９　第１条の規定による改正前の県税規則により作成した用紙で新規則に相当規定のあるもの、第２条の規定によ

る改正前の山形県過疎地域自立促進県税課税免除条例施行規則により作成した用紙で同条の規定による改正後の

山形県過疎地域自立促進県税課税免除条例施行規則に相当規定のあるもの、第３条の規定による改正前の山形県

特定非営利活動法人に対する県税の課税免除に関する条例施行規則により作成した用紙で同条の規定による改正

後の山形県特定非営利活動法人に対する県税の課税免除に関する条例施行規則に相当規定のあるもの、第４条の

規定による改正前の山形県産業廃棄物税条例施行規則により作成した用紙で同条の規定による改正後の山形県産

業廃棄物税条例施行規則に相当規定のあるもの及び第５条の規定による改正前の山形県産業集積の形成及び活性

化のための不動産取得税の課税免除に関する条例施行規則により作成した用紙で同条の規定による改正後の山形

県産業集積の形成及び活性化のための不動産取得税の課税免除に関する条例施行規則に相当規定のあるものは、

当分の間使用することができる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　山形県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。

　　平成27年12月15日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

山形県規則第66号

　　　山形県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則の一部を改正する規則

　山形県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則（昭和60年10月県規則第49号）の一部を次のように改正

する。

　第３条第３項中「第30条の８第１項」を「第30条の15第１項」に、「本人確認情報」を「同項に規定する都道府

県知事保存本人確認情報」に改める。

　　　附　則

　この規則は、公布の日から施行する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　山形県採石法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。

　　平成27年12月15日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

山形県規則第67号

　　　山形県採石法施行細則の一部を改正する規則

　山形県採石法施行細則（昭和46年10月県規則第57号）の一部を次のように改正する。

　別記様式第１号中「申請人」を「申請者」に、「第４号まで」を「第５号まで及び第７号」に、「第３号」を「第

４号」に改める。

　別記様式第２号中「第３号」を「第４号」に改める。

　　　附　則

　この規則は、平成27年12月26日から施行する。
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告　　　　　示
 　　　　　　　　　　　　

山形県告示第1034号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更した。

　なお、関係図面は、最上総合支庁建設部建設総務課において平成27年12月15日から同月28日まで縦覧に供する。

　　平成27年12月15日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　道路の種類　　一般国道

２　路　線　名　　458号

３　変更の区間並びに当該区間に係る敷地の幅員及びその延長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第1035号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定により、一般国道の供用を次のとおり開始する。

　なお、関係図面は、最上総合支庁建設部建設総務課において平成27年12月15日から同月28日まで縦覧に供する。

　　平成27年12月15日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　路　　線　　名　　458号

２　供用開始の区間　　新庄市大字升形字中島3543番１から

　　　　　　　　　　　同　　　　　　　笹原2859番１まで

３　供用開始の期日　　平成27年12月15日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第1036号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定により、県道の供用を次のとおり開始する。

　なお、関係図面は、最上総合支庁建設部建設総務課において平成27年12月15日から同月28日まで縦覧に供する。

　　平成27年12月15日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　路　　線　　名　　最上小野田線

２　供用開始の区間　　最上郡最上町大字満沢字中村258番から

　　　　　　　　　　　同　　　　　　　　　　市ノ沢1754番まで

３　供用開始の期日　　平成27年12月17日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第1037号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定により、県道の供用を次のとおり開始する。

　なお、関係図面は、最上総合支庁建設部建設総務課において平成27年12月15日から同月28日まで縦覧に供する。

　　平成27年12月15日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　路　　線　　名　　瀬見新庄線

２　供用開始の区間　　新庄市金沢字元屋敷2269番１から

　　　　　　　　　　　同　　　　　　　　　　　　まで

３　供用開始の期日　　平成28年１月15日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

区　　　　　　　　　　　　　　　　間 旧新の別 敷地の幅員 延　　長

新庄市大字升形字中島3543番１から

同　　　　　　　笹原2859番１まで
旧

32.0

　 　 ～

14.0

メートル

480
メートル

同　　　　　　　　　　　　　　　　上 新
38.0

　 　  ～

14.0

メートル

同　上
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山形県告示第1038号

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第63条第１項の規定により、都市計画事業の事業計画の変更を次のとおり

認可した。

　　平成27年12月15日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　施行者の名称

　　河北町

２　都市計画事業の種類及び名称

　（1）種　　類　　河北都市計画下水道事業

　（2）名　　称　　河北公共下水道

　　　　　　　　　（最上川流域下水道（村山処理区）河北流域関連公共下水道）

３　変更の内容

　（1）事業地

　　　収用の部分

昭和55年９月県告示第1581号、昭和63年２月県告示第226号、平成元年９月県告示第1127号、平成５年３

月県告示第230号、平成８年３月県告示第265号、平成14年３月県告示第297号、平成18年12月県告示第

1159号、平成23年１月県告示第60号の事業地のうち、字所岡を削る。

　（2）設計の概要及び事業施行期間の変更

４　事業施行期間

　　昭和55年９月12日から平成33年３月31日まで

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第1039号

　土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）第７条第１項の規定

により、土砂災害警戒区域を次のとおり指定する。

　　平成27年12月15日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

土砂災害警戒区域の名称 指定の区域
土砂災害の発生原因となる

自然現象の種類

亀ヶ沢 別紙図面のとおり 土石流

下屋敷沢 別紙図面のとおり 土石流

上屋敷沢 別紙図面のとおり 土石流

反町沢 別紙図面のとおり 土石流

夜水田沢 別紙図面のとおり 土石流

平塩沢 別紙図面のとおり 土石流

愛宕沢 別紙図面のとおり 土石流

松民清水沢 別紙図面のとおり 土石流

木ノ沢 別紙図面のとおり 土石流

渡り沢 別紙図面のとおり 土石流
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行沢向－１ 別紙図面のとおり 地滑り

行沢向－２ 別紙図面のとおり 地滑り

幸生１ 別紙図面のとおり 地滑り

幸生２ 別紙図面のとおり 地滑り

宮内－１ 別紙図面のとおり 地滑り

宮内－２ 別紙図面のとおり 地滑り

上野１－１ 別紙図面のとおり 急傾斜地の崩壊

上野１－２ 別紙図面のとおり 急傾斜地の崩壊

上野２ 別紙図面のとおり 急傾斜地の崩壊

上野３ 別紙図面のとおり 急傾斜地の崩壊

陣ヶ峰 別紙図面のとおり 急傾斜地の崩壊

田沢１－１ 別紙図面のとおり 急傾斜地の崩壊

田沢１－２ 別紙図面のとおり 急傾斜地の崩壊

田沢１－３ 別紙図面のとおり 急傾斜地の崩壊

田沢１－４ 別紙図面のとおり 急傾斜地の崩壊

田沢１－５ 別紙図面のとおり 急傾斜地の崩壊

田沢１－６ 別紙図面のとおり 急傾斜地の崩壊

田沢１－７ 別紙図面のとおり 急傾斜地の崩壊

田沢１－８ 別紙図面のとおり 急傾斜地の崩壊

渡沢 別紙図面のとおり 急傾斜地の崩壊

夜水田 別紙図面のとおり 急傾斜地の崩壊

平塩 別紙図面のとおり 急傾斜地の崩壊

内田 別紙図面のとおり 急傾斜地の崩壊

新町 別紙図面のとおり 急傾斜地の崩壊
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　なお、「別紙図面」は省略し、県土整備部砂防・災害対策課及び村山総合支庁建設部西村山河川砂防課並びに寒

河江市役所において縦覧に供する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第1040号

　土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）第７条第１項の規定

により、土砂災害警戒区域を次のとおり指定する。

　　平成27年12月15日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

　なお、「別紙図面」は省略し、県土整備部砂防・災害対策課及び村山総合支庁建設部西村山河川砂防課並びに河

北町役場において縦覧に供する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

西向 別紙図面のとおり 急傾斜地の崩壊

中郷１ 別紙図面のとおり 急傾斜地の崩壊

中郷３ 別紙図面のとおり 急傾斜地の崩壊

坂ノ下 別紙図面のとおり 急傾斜地の崩壊

新町１ 別紙図面のとおり 急傾斜地の崩壊

金谷 別紙図面のとおり 急傾斜地の崩壊

雨池－１ 別紙図面のとおり 急傾斜地の崩壊

雨池－２ 別紙図面のとおり 急傾斜地の崩壊

松川 別紙図面のとおり 急傾斜地の崩壊

松川２ 別紙図面のとおり 急傾斜地の崩壊

柴橋１ 別紙図面のとおり 急傾斜地の崩壊

中郷２ 別紙図面のとおり 急傾斜地の崩壊

中郷４ 別紙図面のとおり 急傾斜地の崩壊

西覚寺 別紙図面のとおり 急傾斜地の崩壊

上谷沢 別紙図面のとおり 急傾斜地の崩壊

日和田 別紙図面のとおり 急傾斜地の崩壊

土砂災害警戒区域の名称 指定の区域
土砂災害の発生原因となる

自然現象の種類

高島 別紙図面のとおり 地滑り

山口 別紙図面のとおり 地滑り
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山形県告示第1041号

　土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）第７条第１項の規定

により、土砂災害警戒区域を次のとおり指定する。

　　平成27年12月15日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

土砂災害警戒区域の名称 指定の区域
土砂災害の発生原因となる

自然現象の種類

芦沼田西沢 別紙図面のとおり 土石流

トノ沢 別紙図面のとおり 土石流

中村 別紙図面のとおり 地滑り

中岫 別紙図面のとおり 地滑り

沼山－１ 別紙図面のとおり 地滑り

沼山－２ 別紙図面のとおり 地滑り

塩根沢 別紙図面のとおり 地滑り

田代－１ 別紙図面のとおり 地滑り

田代－２ 別紙図面のとおり 地滑り

間沢東 別紙図面のとおり 地滑り

サッテロ 別紙図面のとおり 地滑り

谷地平 別紙図面のとおり 地滑り

上の山 別紙図面のとおり 地滑り

萱野 別紙図面のとおり 地滑り

下小沼 別紙図面のとおり 地滑り

石倉 別紙図面のとおり 地滑り

軽井沢 別紙図面のとおり 地滑り

澄の又 別紙図面のとおり 地滑り

濁又 別紙図面のとおり 地滑り

石畑 別紙図面のとおり 地滑り

西川小倉 別紙図面のとおり 地滑り
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　なお、「別紙図面」は省略し、県土整備部砂防・災害対策課及び村山総合支庁建設部西村山河川砂防課並びに西

川町役場において縦覧に供する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第1042号

　土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）第７条第１項の規定

により、土砂災害警戒区域を次のとおり指定する。

　　平成27年12月15日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

　なお、「別紙図面」は省略し、県土整備部砂防・災害対策課及び村山総合支庁建設部西村山河川砂防課並びに朝

日町役場において縦覧に供する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第1043号

　土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）第７条第１項の規定

により、土砂災害警戒区域を次のとおり指定する。

　　平成27年12月15日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

石跳川 別紙図面のとおり 地滑り

長倉 別紙図面のとおり 地滑り

土砂災害警戒区域の名称 指定の区域
土砂災害の発生原因となる

自然現象の種類

二渡 別紙図面のとおり 地滑り

大舟木４－１ 別紙図面のとおり 地滑り

大舟木４－２ 別紙図面のとおり 地滑り

大舟木４－３ 別紙図面のとおり 地滑り

滝ノ沢 別紙図面のとおり 地滑り

土砂災害警戒区域の名称 指定の区域
土砂災害の発生原因となる

自然現象の種類

木ノ沢 別紙図面のとおり 土石流

田ノ沢 別紙図面のとおり 地滑り

道海 別紙図面のとおり 地滑り

阿ヨシ 別紙図面のとおり 地滑り

横道 別紙図面のとおり 地滑り

中の畑 別紙図面のとおり 地滑り
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　なお、「別紙図面」は省略し、県土整備部砂防・災害対策課及び村山総合支庁建設部西村山河川砂防課並びに大

江町役場において縦覧に供する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第1044号

　土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号。以下「法」とい

う。）第９条第１項の規定により、土砂災害特別警戒区域を次のとおり指定する。

　　平成27年12月15日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

所部 別紙図面のとおり 地滑り

松川 別紙図面のとおり 急傾斜地の崩壊

柴橋１ 別紙図面のとおり 急傾斜地の崩壊

土砂災害特別警戒区域の名称

指定の区域及び法第９条

第２項に規定する政令で

定める事項

土砂災害の発生原因となる

自然現象の種類

松民清水沢 別紙図面のとおり 土石流

木ノ沢 別紙図面のとおり 土石流

渡り沢 別紙図面のとおり 土石流

上野１－１ 別紙図面のとおり 急傾斜地の崩壊

上野１－２ 別紙図面のとおり 急傾斜地の崩壊

上野２ 別紙図面のとおり 急傾斜地の崩壊

上野３ 別紙図面のとおり 急傾斜地の崩壊

陣ヶ峰 別紙図面のとおり 急傾斜地の崩壊

田沢１－１ 別紙図面のとおり 急傾斜地の崩壊

田沢１－２ 別紙図面のとおり 急傾斜地の崩壊

田沢１－３ 別紙図面のとおり 急傾斜地の崩壊

田沢１－４ 別紙図面のとおり 急傾斜地の崩壊

田沢１－６ 別紙図面のとおり 急傾斜地の崩壊

田沢１－７ 別紙図面のとおり 急傾斜地の崩壊

田沢１－８ 別紙図面のとおり 急傾斜地の崩壊
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渡沢 別紙図面のとおり 急傾斜地の崩壊

夜水田 別紙図面のとおり 急傾斜地の崩壊

平塩 別紙図面のとおり 急傾斜地の崩壊

内田 別紙図面のとおり 急傾斜地の崩壊

新町 別紙図面のとおり 急傾斜地の崩壊

西向 別紙図面のとおり 急傾斜地の崩壊

中郷１ 別紙図面のとおり 急傾斜地の崩壊

中郷３ 別紙図面のとおり 急傾斜地の崩壊

坂ノ下 別紙図面のとおり 急傾斜地の崩壊

新町１ 別紙図面のとおり 急傾斜地の崩壊

金谷 別紙図面のとおり 急傾斜地の崩壊

雨池－１ 別紙図面のとおり 急傾斜地の崩壊

雨池－２ 別紙図面のとおり 急傾斜地の崩壊

松川 別紙図面のとおり 急傾斜地の崩壊

松川２ 別紙図面のとおり 急傾斜地の崩壊

柴橋１ 別紙図面のとおり 急傾斜地の崩壊

中郷２ 別紙図面のとおり 急傾斜地の崩壊

中郷４ 別紙図面のとおり 急傾斜地の崩壊

西覚寺 別紙図面のとおり 急傾斜地の崩壊

上谷沢 別紙図面のとおり 急傾斜地の崩壊

日和田 別紙図面のとおり 急傾斜地の崩壊

　なお、「別紙図面」は省略し、県土整備部砂防・災害対策課及び村山総合支庁建設部西村山河川砂防課並びに寒

河江市役所において縦覧に供する。
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山形県告示第1045号

　土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号。以下「法」とい

う。）第９条第１項の規定により、土砂災害特別警戒区域を次のとおり指定する。

　　平成27年12月15日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

　なお、「別紙図面」は省略し、県土整備部砂防・災害対策課及び村山総合支庁建設部西村山河川砂防課並びに大

江町役場において縦覧に供する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第1046号

　行政手続法（平成５年法律第88号）第13条第１項及び宅地建物取引業法（昭和27年法律第176号）第69条第２項

において準用する同法第16条の15第５項の規定により、同法第37条第２項の規定に違反した者に対して同法第65条

第２項の規定による処分をすることについて、次のとおり公開による聴聞を行う。

　　平成27年12月15日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　日　時　　平成27年12月25日（金）午後２時から

２　場　所　　山形市松波二丁目８番１号

　　　　　　　山形県庁　1101会議室

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第1047号

　次の開発行為は、完了した。

　　平成27年12月15日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　許可番号

　　平成27年11月25日　指令最総建第21号

２　開発区域に含まれる地域の名称

　　最上郡最上町大字向町字愛宕前539番９の一部、683番の一部、687番１の一部

３　開発許可を受けた者の住所及び名称

　　最上郡最上町大字向町644

　　最上町長　髙橋　重美

 　　　　　　　　　　　　

公　　　　　告
 　　　　　　　　　　　　

　特定調達契約に係る落札者を次のとおり決定した。

　なお、この落札に係る調達は、1994年４月15日マラケシュで作成された政府調達に関する協定（以下「協定」と

いう。）、2012年３月30日ジュネーブで作成された政府調達に関する協定を改正する議定書によって改正された協定

その他の国際約束の適用を受ける。

　　平成27年12月15日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　落札に係る物品等の名称及び数量

　　防災情報システム機器　一式

土砂災害特別警戒区域の名称

指定の区域及び法第９条

第２項に規定する政令で

定める事項

土砂災害の発生原因となる

自然現象の種類

木ノ沢 別紙図面のとおり 土石流

松川 別紙図面のとおり 急傾斜地の崩壊

柴橋１ 別紙図面のとおり 急傾斜地の崩壊
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２　特定調達契約に関する事務を担当する部局等の名称及び所在地

　　山形県会計局会計課調達担当　山形市松波二丁目８番１号　電話番号023(630)2723

３　落札者を決定した日　平成27年11月19日

４　落札者の名称及び所在地

　　山形パナソニック株式会社　山形市平清水一丁目１番75号

５　落札金額　15,336,000円

６　特定調達契約の相手方を決定した手続　一般競争入札

７　山形県物品等又は特定役務の調達手続の特例に関する規則（平成７年12月県規則第95号）第３条の公告を行っ

た日　平成27年10月30日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　特定調達契約に係る落札者を次のとおり決定した。

　なお、この落札に係る調達は、1994年４月15日マラケシュで作成された政府調達に関する協定（以下「協定」と

いう。）、2012年３月30日ジュネーブで作成された政府調達に関する協定を改正する議定書によって改正された協定

その他の国際約束の適用を受ける。

　　平成27年12月15日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　落札に係る物品等の名称及び数量

　　ノート型パソコン他通信機器　一式

２　特定調達契約に関する事務を担当する部局等の名称及び所在地

　　山形県会計局会計課調達担当　山形市松波二丁目８番１号　電話番号023(630)2723

３　落札者を決定した日　平成27年11月19日

４　落札者の名称及び所在地

　　リコージャパン株式会社東北事業本部山形支社山形営業部

　　山形市松波一丁目14番14号

５　落札金額　26,452,980円

６　特定調達契約の相手方を決定した手続　一般競争入札

７　山形県物品等又は特定役務の調達手続の特例に関する規則（平成７年12月県規則第95号）第３条の公告を行っ

た日　平成27年10月30日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　地方自治法（昭和22年法律第67号）第234条第１項の規定により、県有地の売却について、一般競争入札を次

のとおり行う。

　　平成27年12月15日

山形県立こころの医療センター院長　　神　　　田　　　秀　　　人

１　入札の場所及び日時並びに入札に付する物件及び予定価格

２　入札参加者の資格

　　次に掲げる要件を全て満たす者であること。

(1) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４第１項各号に規定する者に該当しないこと。

(2) 地方自治法施行令第167条の４第２項各号のいずれかに該当し、その事実があった後３年を経過しない者で

ないこと。

　(3) 山形県税（山形県税に附帯する税外収入を含む。）又は消費税を滞納していないこと。

(4) 次のいずれにも該当しないこと（地方自治法施行令第167条の４第１項第３号に規定する者に該当する者を

除く。）。

場　　　　　　　所 日　　　　　時 入 札 に 付 す る 物 件 予定価格

鶴岡市茅原字草見鶴51番

地１

山形県立こころの医療セ

ンター

中会議室

平成28年１月19日（火）

午前10時

鶴岡市稲生一丁目７番22

宅地

（実測）986.63平方メートル

（公簿）885.94平方メートル

15,290,000円
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イ　役員等（入札参加者が個人である場合にはその者を、入札参加者が法人である場合にはその役員又はその

支店若しくは契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。）が暴力団員による不当な行為の防止等に

関する法律（平成３年法律第77号）第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は暴

力団員でなくなった日から５年を経過しない者（以下「暴力団員等」という。）であること。

ロ　暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同

じ。）又は暴力団員等が経営に実質的に関与していること。

ハ　役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴

力団又は暴力団員等を利用する等していること。

ニ　役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的あるいは積極的

に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していること。

ホ　役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していること。

３　契約条項を示す場所

　　山形県立こころの医療センター総務経営課

４　入札保証金及び契約保証金

　(1) 入札保証金　入札見積価格の100分の５以上の額

　（2） 契約保証金　契約金額の100分の10以上の額

５　入札の無効

　　入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。

６　その他

　（1） 説明会の場所及び日時

　（2） 郵便による入札は、認めない。

（3） 入札、入札条件及び契約に関する詳細については、山形県立こころの医療センター総務経営課（電話

0235(64)8100）に問い合わせること。

入 札 に 付 す る 物 件 場　　　　　　　所 日　　　　　時

鶴岡市稲生一丁目７番22

宅地

（実測）986.63平方メートル

（公簿）885.94平方メートル

鶴岡市茅原字草見鶴51番地１

山形県立こころの医療センター

中会議室

平成27年12月25日（金）

午前10時30分

平成27年12月15日印刷

平成27年12月15日発行

発行所

発行人

山　 形　 県　 庁

山　　 形　　 県
印刷所
印刷者

〒990-0071 山形市流通センター一丁目5-3

電話 　山形(631)2057　(631)2056

坂 部 印 刷 株 式 会 社
坂 部 　 登


